
議案第 61 号 

 

専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した次の事件について、同条第３項の

規定により別紙のとおり報告し、承認を求める。 

専決第 6 号 令和２年度益城町一般会計補正予算（第１号） 

 

令和２年５月１４日提出 

 

 

益城町長 西村 博則    
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益 城 町 一 般 会 計 補 正 予 算 書 

（ 第 １ 号 ） 



  



  

専 決 第 6 号 

 

令和２年度益城町一般会計補正予算（第１号） 

 

   令和２年度益城町一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

   （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，９５１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

   １９，１１８，９３１千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

予算補正」による。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。 

    

 

 

 

 

 

 

    令和２年４月２２日  

 

益城町長 西 村 博 則    

 

－ 1 － 



－ 2 －

第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算  補  正
歳　入 （単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

 16. 国庫支出金 ２，７６４，９６０ ９，９５１ ２，７７４，９１１

  2. 国庫補助金 １，８７６，５８０ ９，９５１ １，８８６，５３１

歳               入               合               計 １９，１０８，９８０ ９，９５１ １９，１１８，９３１



歳　出 （単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

 10. 教　育　費 １，５６１，５４８ ９，９５１ １，５７１，４９９

  1. 教育総務費 １７５，５９５ ９，９５１ １８５，５４６

歳               出               合               計 １９，１０８，９８０ ９，９５１ １９，１１８，９３１

－ 3 －



－ 4 －

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１  総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

 16. 国庫支出金 ２，７６４，９６０ ９，９５１ ２，７７４，９１１

      歳          入          合          計 １９，１０８，９８０ ９，９５１ １９，１１８，９３１



（歳　出） （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

 10. 教　育　費 1,561,548 9,951 1,571,499 9,951

 歳     出     合     計 19,108,980 9,951 19,118,931 9,951

－ 5 －

一 般 財 源



－ 6 －

２　　歳　入

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 総務費国庫補助金 30,353 9,951 40,304 1. 総務費国庫補助金 9,951 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

9,951

　　 　　計 1,876,580 9,951 1,886,531

説　　　　　　　　　　　　明目 補正前の額 補　正　額 計

（款） 16．国庫支出金
（項）  2．国庫補助金



３　　歳　出

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

2. 事務局費 155,761 9,951 165,712 9,951 7. 報　償　費 9,951 新型コロナウイルス感染症対策
図書カード配布    　　 　　9,951

　　計 175,595 9,951 185,546 9,951

－ 7 －

一般財源 区  分 金  額

（款） 10．教　育　費
（項）  1．教育総務費




